
 

業 務 仕 様 書  

 

１ 業務名称 

令和６年度西日本支社に係る嘱託登記等業務（アセット活用） 

 

２ 契約期間   

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 業務区域・業務範囲 

西日本支社業務区域内（大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、愛知県、岐阜県、福岡県、

佐賀県）における地区及び団地に所在する土地及び建物のうち、機構が指示する土地及

び建物 

 

４ 業務の実施内容（以下、下記（1）、(2)の各業務をあわせて「業務」という。）なお、

司法書士法（昭和25年 5月 22日法律第197号。以下「法」という。）第3条第1項第1

号に規定する代理により登記申請を行うことを原則とする。 

(1) 土地等の嘱託登記に関する以下の業務。 

① 登記嘱託書及び申請書の作成 

② 委任状の作成 

③ 登記原因証明情報の作成 

④ 全部事項証明書の取得 

⑤ 土地評価証明書の取得 

⑥ 登記費用算出表の作成（登録免許税額の算出及び所轄法務局協議を含む） 

⑦ 登記申請に伴う必要書類等の一覧等の作成 

⑧ 登録免許税払込用紙の作成 

⑨ 土地及び建物の抵当権設定登記承諾書及び同変更登記承諾書の作成 

⑩ 土地の買戻特約登記承諾書の作成 

⑪ 共同担保目録の作成 

⑫ 担保権設定等に係る金融機関等との協議・調整 

⑬ 土地の定期借地権に関する確認合意書の作成 

⑭ 所轄法務局への登記嘱託及び申請（機構から登記に要する書類を受領した当日中の

申請を原則とする。） 

⑮ ⑭により、登記識別情報等関係書類を所轄法務局から受領し、機構の確認を受けた

上、機構に引き渡すこと 

⑯ 建物所有権登記名義人表示変更登記嘱託書（代位）の作成及び申請書の作成 

別紙1 

1



 

⑰ その他、①～⑯の業務に付随する業務 

 

(2)  定期借地権設定契約及び債権管理に係る公正証書作成に関する業務 

① 公正証書の原稿の作成 

② 委任状の作成 

③ 公証人役場で、公正証書の作成を申請すること（機構から登記に要する書類を受

領した当日中の申請を原則とする。） 

④ 公正証書の正本を２部、但し単価契約書別表中定期借地権設定契約に係る公正証

書作成業務（３者契約）の場合は３部、債権管理に係る公正証書作成業務の場合は

債権者の数に１を加えた部数を交付申請し、機構の確認を受けた上、機構に引き渡

すこと 

⑤ 費用算出表の作成 

⑥ その他①～⑤の業務に付随する業務 

 

５ 嘱託登記、公正証書作成の依頼及び対象物件等 

(1) 業務の依頼は、上記２に示す契約期間内において、機構が依頼書により行う。 

(2) 上記２の契約期間における対象物件の概要は、別表１「対象物件等一覧表」及び別

表２「西日本支社における嘱託登記等対象地区一覧（予定）」のとおり（ただし、令和

６年度業務予定数であるため、実際の業務量は増減が生じる）。 

(3)  業務の完了日は、業務の依頼の翌日から起算して、上記４の(1)の業務については

一ヶ月以内、上記４の(2)の業務については二ヶ月以内を原則とする。 

(4)  受注者は、当該仕様書記載の対象物件の嘱託登記依頼が確約されたものではなく、

実際の業務量に増減が生じること、及び当該仕様書に記載のない案件について業務を

追加依頼する場合があることを、予め了承すること。 

 

６ 用語の定義 

(1) 監督員とは、契約図書に定められた範囲内において、受託者又は業務責任者に対す

る指示、承諾又は協議等を行うもので、単価契約書第22条に規定する者をいう。 

(2) 業務責任者とは、契約の履行に関する運営（業務の管理及び統括）及び業務を実施

する者で、別に定める資格を有し、単価契約書第23条に規定する者をいう。 

 

７ 業務責任者 

(1) 業務責任者は、司法書士法（昭和25年 5月 22日法律第197号）第８条に規定する

司法書士の登録を受けていなければならない。 

(2) 業務責任者は、受託者が法人である場合は、その役員又は使用人、受託者が個人で
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ある場合には、その者又はその使用人でなければならない。 

(3) 受託者は、契約締結後速やかに、単価契約書第23条により、委託者に業務責任者を

通知し、当該業務責任者が(1）に定める登録を受けていることを証する書面を提出し

なければならない。業務責任者を変更する場合も同様とする。 

(4) 前項の場合において、通知された業務責任者が(1)に定める登録を受けていると認め

られない場合は、委託者と受託者が協議の上、受託者は速やかに業務責任者を変更し

なければならない。この場合、(1)から(3)までに定めるところに準じて取り扱うもの

とする。 

(5) 受託者は、業務責任者が事故等やむを得ない事情により、業務に従事できなくなっ

た場合は、遅滞なくその旨を監督員に通知するとともに、その後の業務の実施につい

て監督員と協議するものとする。 

 

８ 協議・報告 

（1） 受託者は、業務の実施に当たって、監督員又は監督員が指定する担当者と十分な

協議を行わなければならない。 

（2） 受託者は、契約締結後速やかに、業務の実施にあたり、業務上のミスを防止する

ためチェック体制（様式は任意）を報告すること。 

（3） 業務の経過等について報告を求めたときは、これに応じること。また、業務上のト

ラブルやミスが発生したときは、速やかに報告を行うこと。 

（4） 業務実績については、契約期間終了後、登記目的及び地区別件数を報告すること。 

 

９ 関連法令等の遵守 

受託者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなけれ

ばならない。 

 

10 秘密の保持等 

（1） 受託者は、業務の実施に当たって、正当な理由なく、その業務に関して知りえた秘

密を漏らしてはならない。上記２の契約期間満了後も同様とする。 

（2） 機構から貸与され、また業務の履行上入手した重要な情報等の保管場所は受託者事

務所内の漏洩、滅失及び破損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じた

場所とすること。また、重要な情報等の取扱場所は原則受託者事務所内とし、やむを

得ず取扱場所から持ち出す場合は、あらかじめ機構担当職員の承諾を得ること。 

 

11 その他留意事項 

  対象物件等が遠隔地である等の理由により、予め機構担当職員の承諾を得たものに限
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り、オンラインでの申請は実施可能とする。 

                                以 上 
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(別表１）

〔西日本支社業務区域〕

○対象・目的別令和６年度業務予定

対象 登記等の目的

土 地 　所有権移転 21

　所有権保存 1

　買戻特約 0

　地役権設定 0

　表示変更等、権利承継 0

土 地 ・ 建 物 　抵当権設定 0

0
0 ※

計 22

土 地 　定期借地権設定 2

（ 定 期 借 地 ） 　賃借権抹消 0

計 2

　定期借地権設定契約（２者契約） 2

　定期借地権設定契約（３者契約） 0

　債権管理 0

計 2

※所有権移転登記と同時に登記手続きを行うことを前提

・仮登記も本登記に準じる

・建物譲渡に伴う所有権移転等については、土地に準じる

・新住宅市街地開発法による事業施行地区においては、直接、譲受人名での所有

　権保存登記を行うが、基本登記報酬額は「所有権移転登記」を適用する。

（注)上表は、業務区域における予定数量のため、実際の業務量は増減が生じます。

対　象　物　件　等　一　覧　表

種 別
件数

　抵当権変更

公正証書作成
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(別表２）

西日本支社における嘱託登記等対象地区一覧（アセット活用）（予定）

兵庫県三田市

兵庫県神戸市北区

兵庫県神戸市北区

兵庫県神戸市垂水区

大阪府富田林市

大阪府和泉市

大阪府箕面市・茨木市

滋賀県大津市

滋賀県大津市

滋賀県甲賀市

　田原 大阪府四條畷市

　祝園（光台） 京都府相楽郡精華町

　木津南・木津中央 京都府木津川市

　南田辺北（同志社山手） 京都府京田辺市

岐阜県土岐市

愛知県豊田市

福岡県北九州市

福岡県古賀市

福岡県糸島市

佐賀県鳥栖市

所在地

　北摂（住宅）

　北神戸第一（鹿の子台）

　北神戸第二（上津台）・第三（赤松台）

　神戸学園南（舞多聞）

地区名

　金剛東

　国際文化公園都市（彩都）

　前原

　伊香立緑の里

　土岐

　仰木

　和泉中央丘陵

  五ケ丘

　北九州学術・研究都市

　千鳥・千鳥東

　鳥栖

　水口第二（工）

関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
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